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Abstract
　It has been reported that the factors causing different opinions among judo referees in the 
evaluation of throwing techniques are (1) the direction in which the throws are viewed, (2) the 
level of the referee (referee ability), and (3) both the direction in which the throws are viewed 
and the level of the referee (referee ability). However, no studies have examined the factors and 
causes of differences in the evaluation of throwing techniques among referees based on these 
three factors. This study aimed to qualitatively examine the factors and causes of the 
occurrence of different opinions in the evaluation of throwing techniques among judo referees. 
Three judo experts with high judging, athletic, and coaching abilities analyzed 65 cases in 
which different opinions occurred in the evaluation of throwing techniques at the 2011 Kodokan 
Cup All Japan Judo Championships. The results revealed the following.
1.  The most frequent factor in the occurrence of different opinions in the evaluation of throwing 

techniques was the referee’s level (referee ability) (45 cases, 69.2%).
2.  The most common cause of the occurrence of different opinions in the evaluation of throwing 

techniques was the ground contact of the thrown person’s back and tatami mats (41 cases, 
52.6%).

　Based on the above, it is necessary to recognize that there is a problem with the occurrence 
of different opinions in the evaluation of throwing techniques among judo referee and judges. It 
is also important to film matches from multiple directions so that the ground contact between 
the thrown person’s back and tatami mats can be confirmed. Furthermore, it is necessary to 
construct a system to support judges using technology.

　Key words :  International Judo Federation Refereeing Rules, Evaluation of throwing 
techniques, Different opinions, Factors, Causes
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Ⅰ　緒言

　柔道の審判員の投技評価において，異見が
発生することは避けられない．なぜなら，投
技評価の基準である背と畳の接地状況，投技
の力強さ，投技の速さ，相手をコントロール
していることは数値化されておらず，審判員
の主観によって判断されているからである．
例えば，投技における「一本」の評価基準は，
投技にスピードや力強さがあり，背中が畳に
着く，その着地の終わりまでしっかりと相手
がコントロールされていることと解説されて
いる（全日本柔道連盟，2018）．
　林ほか（2010）は，A・B・C 審判員ライ
センスの審判員各 100 名に投技の映像（東西
南北）を見せて回答させた投技評価を比較し
た結果，①投技を見る方向，②審判員レベル

（審判能力），③投技を見る方向と審判員レベ
ル（審判能力）の両方の 3 つが異見発生の要
因であることを解明している．また，審判員
レベル（審判能力）が高くなるにつれて投技
評価も高くなる傾向にあると報告している．
　佐藤ほか（2014）は，審判員ライセンスを
持たない国際・全国・地区・県大会競技レベ
ルの選手各 25 名に投技の映像（東西南北）
を見せて回答させた投技評価を比較した結
果，①投技を見る方向，②競技レベルの 2 つ
が異見発生の要因であると報告している．ま
た，競技レベルの高い者は低い者より高い投
技評価を行うことが示唆されたと指摘してい
る．
　以上のことから，柔道の審判員の投技評価
における異見発生の要因は，①投技を見る方
向，②審判員レベル（審判能力），③投技を
見る方向と審判員レベル（審判能力）の両方，
④競技レベルの 4 つであると考えられる．し
かし，競技レベルの要因については，審判員
ライセンスの保持者でない選手が対象であ
り，審判員レベル（審判能力）と競技レベル
の関連性も解明されていないことから，異見
発生の要因は，①投技を見る方向，②審判員

レベル（審判能力），③投技を見る方向と審
判員レベル（審判能力）の両方の 3 つである
と考える．
　この 3 つの異見発生の要因に基づいて，審
判員の投技評価における異見発生の要因や原
因を検証した研究は存在しない．なぜなら，
投技評価の基準と同様に，それぞれの要因や
原因を客観的に判断する明確な基準がないか
らである．そのため今のところ，投技評価に
おける異見発生の要因と原因を検証するため
には，審判能力・競技能力・指導能力の高い
柔道に精通した者が，異見が発生した試合映
像を見て要因や原因を判断することが最善の
方法であると思われる．ゆえに，審判員の投
技評価における異見発生の要因や原因を検証
するために，市村・中村（2016）が用いたよ
うな質的な研究手法を取らざるを得ない．
　そこで本研究は，柔道の審判員の投技評価
における異見発生の要因と原因を質的に検証
することを目的とした．

Ⅱ　方法

1．対象大会
　2011 年に開催された講道館杯全日本柔道
体重別選手権大会（以下，「講道館杯」と略す）
を本研究の対象とした（461 試合）．講道館
杯は千葉ポートアリーナで行われ，国際柔道
連盟試合審判規程で実施された（全日本柔道
連盟，2011）．その際，主審 1 名は試合場内
を自由に移動した．副審 2 名は試合場外の対
角線上の相隔たった場所に位置し，審判委員
1 名は試合場のそばに位置した．
　対象大会の投技評価を「一本」「技あり」「有
効」「評価なし」の 4 つに分類とした．なぜ
なら，当時の講道館杯の投技評価は「一本」「技
あり」「有効」の 3 つに分類されており，副
審が主審の投技評価を取り消す場合や副審が
投技評価を示したが主審が何も投技評価をし
ない場合があるからである．
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2 ．分析者
　以下の 2 つの理由から，分析者 3 名（表 1）
は，柔道における審判能力・競技能力・指導
能力が非常に高いことから，分析能力も高い
ことが考えられる．そのため，かなり妥当な
分析が期待できる．

（ 1 ） 分析者 3 名は，全日本柔道連盟 A 審判
員ライセンスあるいは B 審判員ライセ
ンスを保有していることから，高い審
判能力があるといえる．分析者 1 名は
B 審判員ライセンスであるが，投技評
価において A 審判員ライセンスと B 審
判員ライセンスの審判能力に差がなく，
同等の能力であると報告されている（林
ほか，2010）．

（ 2 ） 分析者 3 名は，全日本柔道連盟 A 指導
員であり，日本スポーツ協会柔道コー
チ 1 あるいはコーチ 3，柔道六段以上
を所有している（柔道高段者）．また，
分析者 3 名は講道館杯をはじめとした
日本トップレベルの大会に出場してい
る．そのうち 2 名は同大会で優勝や準
優勝した元全日本強化選手であり，日
本代表として国際大会で入賞した実績
もあり，非常に秀でた競技能力を持っ
ている．さらに，分析者 2 名は全日本
強化コーチの経験があり，全日本強化
スタッフ（試合分析）の経験もある．

3 ．分析方法
　分析者 3 名は，2 階観客席からビデオカメ
ラ1台で撮影された講道館杯における65ケー
スの異見を分析した．ただし，3 名の審判員
の投技評価がすべて異なった特殊な異見（2
ケース）は除外した．
　分析の精度を高めるために，分析者 3 名は
全員の見解が一致するまで試合映像を視聴し
て以下の 2 項目を検討した．その理由は，体
操競技では，複数回演技映像を見た採点は実
際に演技を見た採点に近くなると報告されて
いるからである（塚脇，1988）．
　統計処理には，SPSS（IBM 社製，Statistics 
Version 25）を用いてχ2 検定を実施した．
検定の有意水準は 5％未満とした．

（ 1 ）異見発生の要因
　分析者 3 名が異見発生の映像を何度も視聴
し，その要因について協議して，①投技を見
る方向，②審判員レベル（審判能力），③投
技を見る方向と審判員レベル（審判能力）の
両方から 1 つを判断した．その後，異見発生
の要因ごとに集計して比較を行った．異見発
生の要因を 3 つにした理由は，林ほか（2010）
が A・B・C 審判員ライセンス各 100 名に投
技を見せて投技評価を回答させた結果，異見
発生の要因は前述の 3 つであると指摘されて
いるからである．なお，佐藤ほか（2014）が
指摘している競技レベルの要因については，

表 1　分析者

No. 審判員資格 段位 指導者資格 主な戦績 コーチ・スタッフ経験

1 Ａライセンス 七段
全日本柔道連盟A指導員，
日本スポーツ協会スポー
ツ指導者柔道コーチ 3

講道館杯全日本体重別選手
権出場

全日本強化コーチ，全
日本柔道連盟強化ス
タッフ（試合分析）

2 Ａライセンス 六段
全日本柔道連盟A指導員，
日本スポーツ協会スポー
ツ指導者柔道コーチ 1

グルジア国際 2 位，全日本
選抜体重別選手権 2 位，講
道館杯全日本体重別選手権 1
位（元全日本強化選手）

全日本柔道連盟強化ス
タッフ（試合分析）

3 Ｂライセンス 七段
全日本柔道連盟A指導員，
日本スポーツ協会スポー
ツ指導者柔道コーチ 1

フランス国際 2 位，アジア
選手権 2 位，全日本選手権 3
位，全日本選抜体重別選手
権 1 位，講道館杯全日本体
重別選手権 1 位（元全日本
強化選手）

全日本強化コーチ
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審判員ライセンスの保持者でない選手が対象
であり，審判員レベル（審判能力）と競技レ
ベルの関連性も解明されていないことから，
異見発生の要因としないこととした．

（ 2 ）異見発生の原因
　投技評価は背と畳の接地状況，投技の力強
さ，投技の速さ，相手をコントロールしてい
ることの 4 つを見極めなければならない（全
日本柔道連盟，2011；2014；2018）．分析者
3 名は 65 ケースの異見が発生した投技の映
像を何度も視聴し，異見発生の原因を前述の
4 つの基準から判断した．その後，異見発生
の原因数を集計して比較した．なお，背と畳
の接地状況と投技の力強さの複数の基準を見
極めることができなかったような場合，原因
数を 2 つとしてカウントした．

Ⅲ　結果

　表 2 は，異見発生のケースを要因別に集計
したものである．投技を見る方向は 17 ケー
ス（26.2％），審判員レベル（審判能力）は
45 ケース（69.2％），投技を見る方向と審判
員レベル（審判能力）の両方は3ケース（4.6％）
であった．χ2 検定の結果，審判員レベル（審
判能力）の要因が有意に高かった．
　表 3 は，異見発生のケースを原因別に集計
したものである．背と畳の接地状況は 41 ケー
ス（52.6％），投技の強さは 13 ケース（16.7％），
投技の速さは 20 ケース（25.6％），相手のコ
ントロールは 4 ケース（5.1％）であった．

χ2 検定の結果，背と畳の接地状況の原因が
有意に高かった．

Ⅳ　考察

1．異見発生の要因
　審判能力・競技能力・指導能力の高い柔道
に精通した専門家 3 名が講道館杯における
65 ケースの異見発生の要因を検証した結果，
①投技を見る方向，②審判員レベル（審判能
力），③投技を見る方向と審判員レベル（審
判能力）の両方において，審判員レベル（審
判能力）の要因が最も多いことが明らかと
なった（45 ケース，69.2％）．
　林ほか（2010）は，各審判員レベル（A・B・
C 審判員ライセンス）において，投技を見る
方向が異見発生の要因であると報告してい
る．佐藤ほか（2014）は，各競技レベル（国
際・全国・地区・県レベル）において，投技
を見る方向によって異見が発生すると指摘し
ている．これらのことから，審判員レベル（審
判能力）や競技レベルに関係なく，投技を見
る方向が異見発生の主要因であることが推察
される．しかし，前述したように，本研究で
は，投技を見る方向ではなく，審判員レベル

（審判能力）が異見発生の主要因であるとい
う異なる結果となった．つまり，審判員レベ
ル（審判能力）の問題によって，異見が発生
することを示唆している．
　副審が主審に異見を出すということは，主
審の投技評価が適切でないと確信しているこ

表 2　異見発生の要因

投技を見る方向 審判能力 投技を見る方向
審判能力 df χ2 値 有意差

個数 17 45 3
2 42.2 p ＜ 0.01

％ 26.2 69.2 4.6

表 3　異見発生の原因

背と畳の
接地状況 投技の強さ 投技の速さ 相手の

コントロール df χ2 値 有意差

個数 41 13 20 4
3 38.2 p ＜ 0.01

％ 52.6 16.7 25.6 5.1
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とを意味していると推察される．なぜなら，
副審は主審との信頼関係を悪くしたくないと
思っていたり，副審は主審に投技評価を委ね
る傾向があると報告されているからである

（林ほか，2004，2007）．それにも関わらず副
審か主審に異見を示すということは，主審の
審判員レベル（審判能力）に問題があると考
えられる．しかし，異見された審判員の審判
員レベル（審判能力）に問題がある可能性や
異見した審判員の審判員レベル（審判能力）
に問題があることも考えられる．いずれにし
ても投技評価において異見が発生した場合，
審判能力に問題がある可能性が高いと認識す
ることが必要である．今後も審判員の判断に
介入できる審判委員やスーパーバイザー（全
日本柔道連盟，2018）の役割は非常に重要で
ある．
　審判員を含めて審判委員やスーパーバイ
ザーも人間である以上，完璧な判断ができる
とは限らない．多くの競技において，そのよ
うな人間の限界をテクノロジーがサポート
し，公平で正確なジャッジをする体制が整え
られている．
　国際体操連盟は 2019 年の体操世界選手権
大会から 18 関節の 3D 座標位置を利用して関
節の曲がり角度や器具，体の部位との距離を
定義するなど採点規則をデジタル化し，AI
自動採点システムを導入している（FUJITSU 
JOURNAL，2019；本田ほか，2020）．テニ
スやバレーボール，バドミントンでは，ホー
クアイというシステムが導入されている．こ
れはコンピュータがボール（シャトル）の軌
跡を予測し，ボールがコートのインかアウト
かを判定している（柏原，2015）．柔道にお
いても，このように審判員をサポートするシ
ステムを構築し，投技評価において異見発生
した場合に検証することが必要であると考え
られる．

2 ．異見発生の原因
　審判能力・競技能力・指導能力の高い柔道

に精通した専門家 3 名が講道館杯における
65 ケースの異見発生の原因を検証した結果，
背と畳の接地状況，投技の強さ，投技の速さ，
相手をコントロールしていることの中で，背
と畳の接地状況の原因が最も多いことが明ら
かとなった（41 ケース，52.6％）．
　この理由は 2 つ考えられる．1 つは，単に
審判員が背と畳の接地状況を見極めることが
できないからである．これについて，熟練者
はより速く投げられた者の落ちてくる位置に
注視点を移動させ，投技の効果を見極めよう
とする動きがあると指摘されている．一方，
非熟練者は，仰向けに投げられた者の腹部，
肩等の上側を注視していることが多いと指摘
されている（松本ほか，1969b）．したがって，
講道館杯において同じ A 審判員ライセンス
であっても，競技能力や指導能力などの熟練
度が十分でない者が適切でない投技評価をし
ていると考えられる．
　もう 1 つは，審判員の視角が制限されてい
る中で背と畳の接地状況が十分に確認できな
いからである．この状況について，林ほか

（2010）は，「投げる者が邪魔になって投げら
れる者の身体部分と畳の接地状況がはっきり
と確認できない場合，投技の一連の動きや部
分的に見えた状況から投げられる者の身体部
分と畳の接地状況を推測して投技評価が行わ
れるために，投技評価に異見が発生する可能
性がある」と指摘している．また，2000 年
シドニー・オリンピック柔道競技では，イス
に座っていた 1 人の副審は角度的に投技が見
にくく投技評価を示さなかったことから誤審
問題に発展している（生島，2004a，2004b）．
同様に 2001 年嘉納治五郎杯国際柔道大会で
も，副審が全く投技の状況が見ることができ
ず判断を放棄したことが報告されている（長
谷川，2001）．さらに，韓国剣道界では，副
審が座って判定した場合，副審に死角が生じ
ることが指摘されている（加藤，2012）．
　この視角が制限される影響は試合を撮影す
るビデオカメラにおいても指摘されている．
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韓国剣道界では，ビデオ判定に用いるビデオ
カメラが固定されているために，ビデオカメ
ラに死角が生じることが報告されている．体
操競技でも同様に，固定されたビデオカメラ
による再査定が困難であると報告されている

（本田ほか，2020）．
　以上のことから，柔道の審判員の投技評価
において異見が発生することに問題があると
認識する必要がある．ゆえに，投げられる者
の背中と畳の接地状況が明確に確認できるよ
うに，多方向から試合を撮影することが重要
である．具体的には，試合場の東西南北の 4 
方向と真上から試合を撮影できるように 5 
台のビデオカメラの設置が理想的であると提
言されている（林ほか，2022）．また，公平
で正確な審判が実現できるように，投げられ
る者の身体部分と畳の理想的な接地状況が
CG で再現され，AI が投技評価をサポート
するホークスアイと AI 自動採点システムを
組み合わせたシステムを開発することが求め
られる．

Ⅴ　総括

　本研究は，柔道の審判員の投技評価におけ
る異見発生の要因と原因を質的に検証するこ
とを目的とした．審判能力・競技能力・指導
能力の高い柔道に精通した専門家 3 名が講道
館杯の投技評価において，異見が発生した
65 ケースを分析した．その結果，以下のこ
とが明らかとなった．
1 ． 投技評価の異見発生において，審判員レ

ベル（審判能力）の要因が最も多かった
（45 ケース，69.2％）．

2 ． 投技評価の異見発生において，背と畳の
接地状況の原因が最も多かった（41 ケー
ス，52.6％）．

　以上のことから，柔道の審判員の投技評価
において，異見が発生することに問題がある
と認識する必要がある．また，投げられた者
の背と畳の接地状況が確認できるように，多
方向から試合を撮影することが重要である．

さらに，テクノロジーを活用した審判員をサ
ポートするシステムを構築することが求めら
れる．

Ⅵ　研究の限界

　本研究では，柔道に精通した 3 名の専門家
が分析を行うことによって信頼性を高めた
が，異見発生の要因や原因をより客観的に検
証するために，分析者を増やすことが重要で
ある．また，複数名の分析者であっても 1 方
向からの映像分析は客観性に疑問が生じるこ
とから，多方向から撮影した映像を検証する
ことが必要である．さらに，審判員の視点（松
本ほか，1969a，1969b；武藤・清水，2009）
から見た映像やケアシステムで撮影した映像
を用いて分析をすることが重要である．

付記
　本研究は JSPS 科研費 JP23700755 の助成
を受けたものである．

利益相反
　本研究に関して，開示すべき利益相反状態
は存在しない．
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